
 

 

議案第１０４号 

 

   入間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

条例 別記のとおり 

 

 

  令和５年１１月２２日提出 

 

入間市長  杉 島 理一郎 

 

 

      提 案 理 由 

 

 地方税法施行令等の一部改正に伴い、所要の改正をするとともに、国民健康保険財政の適

正化を図るため、国民健康保険税の税率等を改定し、併せて条文の整備をしたいので、この

案を提出するものである。 
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入間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 入間市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２１条に次の一項を加える。 

 ３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項に規定す

る出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における当該納税義務者

に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第３条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の出

産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合には、出産の日）の

属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から

出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

⑵ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保

険者につき第５条の規定により算定した被保険者均等割額の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑶ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出

産被保険者につき第６条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑷ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

  当該出産被保険者につき第７条の規定により算定した被保険者均等割額の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

⑸ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第８条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険
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者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑹ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第９条の規定により算定した被保険者均等割額の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

  第２１条の２中「第２２条の２」を「第２２条の２第１項」に改める。 

  第２２条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類」

を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをいう。）」に改め、

同条の次に次の一条を加える。 

  （出産被保険者に係る届出） 

第２２条の３ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、

次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

⑵ 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

⑶ 出産の予定日 

⑷ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければなら

ない。 

⑴ 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

⑵ 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類 

⑶ 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る

子との身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うことがで

きる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事

項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場

合は、第１項の規定による届出を省略させることができる。 

  附則第２項中「第２１条第１項」を「第２１条」に、「同項」を「同条第１項」に改める。 

  附則第３項、第４項、第６項から第９項まで、第１２項及び第１３項中「第２１条第１



- 3 - 

項の」を「第２１条の」に改める。 

第２条 入間市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「資産割額並びに」及び「及び世帯別平等割額」を削り、同条第３項中

「２０万円」を「２２万円」に改める。 

  第３条第１項中「１００分の７．４」を「１００分の６．５」に改める。 

  第４条を削る。 

  第５条中「２０，０００円」を「３５，０００円」に改め、同条を第４条とする。 

  第５条の２を削る。 

  第６条中「１００分の２．４」を「１００分の２．７」に改め、同条を第５条とする。 

第７条中「１０，０００円」を「１６，０００円」に改め、同条を第６条とする。 

  第８条中「１００分の１．６」を「１００分の２．３」に改め、同条を第７条とする。 

  第９条中「１３，０００円」を「１６，０００円」に改め、同条を第８条とする。 

  第１０条を第９条とする。 

  第１１条中「第１４条、第１８条及び第１９条」を「第１３条、第１７条及び第１８条」

に改め、同条を第１０条とする。 

  第１２条を第１１条とする。 

  第１３条第１項中「第２１条」を「第２０条」に改め、同条を第１２条とする。 

  第１４条を第１３条とし、第１５条から第１８条までを一条ずつ繰り上げる。 

  第１９条第１号中「第１４条第２項」を「第１３条第２項」に改め、同条を第１８条と

する。 

  第２０条第１項中「第１２条第１項」を「第１１条第１項」に改め、同条を第１９条と

する。 

  第２１条第１項各号列記以外の部分中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第１号

中「特定同一世帯所属者」の次に「（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険者の

資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属す

るものをいう。以下同じ。）」を加え、同号ア中「１４，０００円」を「２４，５００円」

に改め、同号中イを削り、同号ウ中「７，０００円」を「１１，２００円」に改め、ウを

イとし、同号エ中「９，１００円」を「１１，２００円」に改め、エをウとし、同項第２

号ア中「１０，０００円」を「１７，５００円」に改め、同号中イを削り、同号ウ中「５，
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０００円」を「８，０００円」に改め、ウをイとし、同号エ中「６，５００円」を「８，

０００円」に改め、エをウとし、同項第３号中「前２号」を「前二号」に改め、同号ア中

「４，０００円」を「７，０００円」に改め、同号中イを削り、同号ウ中「２，０００円」

を「３，２００円」に改め、ウをイとし、同号エ中「２，６００円」を「３，２００円」

に改め、エをウとし、同条第２項第１号ア中「３，０００円」を「５，２５０円」に改め、

同号イ中「５，０００円」を「８，７５０円」に改め、同号ウ中「８，０００円」を 

「１４，０００円」に改め、同号エ中「１０，０００円」を「１７，５００円」に改め、

同項第２号ア中「ウ」を「イ」に、「１，５００円」を「２，４００円」に改め、同号イ中

「ウ」を「イ」に、「２，５００円」を「４，０００円」に改め、同号ウ中「ウ」を「イ」

に、「４，０００円」を「６，４００円」に改め、同号エ中「５，０００円」を 

「８，０００円」に改め、同条第３項第２号中「第５条」を「第４条」に、同項第３号中

「第６条」を「第５条」に、同項第４号中「第７条」を「第６条」に、同項第５号中「第

８条」を「第７条」に、同項第６号中「第９条」を「第８条」に改め、同条を第２０条と

する。 

  第２１条の２中「第２２条の２第１項」を「第２１条の２第１項」に、「第２１条の２」

を「第２０条の２」に改め、同条を第２０条の２とする。 

  第２２条を第２１条とし、第２２条の２から第２６条までを一条ずつ繰り上げる。 

  附則第２項中「第２１条」を「第２０条」に改める。 

  附則第３項、第４項、第６項から第９項までの規定中「第６条、第８条及び第２１条」

を「第５条、第７条及び第２０条」に、「第２１条第１項」を「第２０条第１項」に改める。 

  附則第１０項及び第１１項中「第６条、第８条及び第２１条第１項」を「第５条、第７

条及び第２０条第１項」に、「第２１条第１項」を「第２０条第１項」に改める。 

附則第１２項及び第１３項中「第６条、第８条及び第２１条」を「第５条、第７条及び

第２０条」に、「第２１条第１項」を「第２０条第１項」に改める。 

  附則第１４項中「第２４条第２項」を「第２３条第２項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定中、第２１条第３

項及び第２２条の３の改正規定は令和６年１月１日から、第２１条の２、第２２条の２並
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びに附則第２項から第４項まで、第６項から第９項まで、第１２項及び第１３項の改正規

定は公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定中、第２１条第３項及び第２２条の３の改正規定による改正後の入間市国

民健康保険税条例の規定は、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期

間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度

分の国民健康保険税のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 

３ 第２条の改正規定による改正後の入間市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 

 

 

 


